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(57)【要約】
【課題】環境の変化に依らず一定の検知範囲を確保し易
い物体検知システムを提供する。
【解決手段】物体検知システム１００は、超音波センサ
１１を含む検知装置１と、取得部２と、通信部３と、処
理部５とを備える。超音波センサ１１は、検知対象とな
る空間に向けて超音波を送信し、物体Ｂ１からの超音波
の反射波を受信する。取得部２は、車両の位置を表す位
置情報Ｄ１を取得する。通信部３は、位置情報Ｄ１をネ
ットワークＮ１を介して通信対象Ｃ１に送信し、かつ、
通信対象Ｃ１から送信される湿度情報Ｄ２をネットワー
クＮ１を介して受信する。処理部５は、湿度情報Ｄ２に
基づいて検知装置１の送信出力、受信感度、及び検知期
間の少なくともいずれか１つを補正する補正処理を実行
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検知対象となる空間に向けて超音波を送信し、前記空間内の物体からの前記超音波の反
射波を受信する超音波センサを含む検知装置と、
　前記検知装置と共に車両に搭載され、前記車両の位置を表す位置情報を取得する取得部
と、
　前記位置情報をネットワークを介して通信対象に送信し、かつ、前記通信対象から送信
される前記車両の位置での湿度を表す湿度情報を前記ネットワークを介して受信する通信
部と、
　前記湿度情報に基づいて前記検知装置の送信出力、受信感度、及び検知期間の少なくと
もいずれか１つを補正する補正処理を実行する処理部とを備えることを特徴とする物体検
知システム。
【請求項２】
　前記通信部は、前記通信対象から送信される前記車両の位置での気温を表す温度情報を
前記ネットワークを介して受信し、
　前記処理部は、前記補正処理において、前記湿度情報及び前記温度情報に基づいて前記
検知装置の送信出力、受信感度、及び検知期間の少なくともいずれか１つを補正すること
を特徴とする請求項１記載の物体検知システム。
【請求項３】
　前記車両に搭載されて前記車両外の気温を検知する温度センサをさらに備え、
　前記処理部は、前記補正処理において、前記湿度情報と、前記温度センサで検知した検
知温度とに基づいて前記検知装置の送信出力、受信感度、及び検知期間の少なくともいず
れか１つを補正することを特徴とする請求項１又は２に記載の物体検知システム。
【請求項４】
　前記補正処理時の前記位置情報から基準範囲を設定する更新部をさらに備え、
　前記更新部は、前記位置情報を定期的に監視し、前記位置情報が前記基準範囲から外れ
ると、前記補正処理を前記処理部に実行させることを特徴とする請求項１乃至３のいずれ
か１項に記載の物体検知システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物体検知システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、超音波を用いて物体を検知する物体検知装置が知られており、たとえば特許文献
１に開示されている。特許文献１に記載の物体検知装置は、超音波を送受波する超音波振
動子と、超音波振動子を駆動して超音波振動子から超音波を送波させる駆動部と、超音波
振動子で受波した物体からの反射波を処理する処理部とを備える。また、この物体検知装
置は、駆動部を制御するとともに処理部の処理結果から物体を検知する制御部を備える。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－２２０４３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記従来例のような物体検知装置（物体検知システム）は、たとえば自動車
のような車両に搭載されて用いられる。そして、車両の置かれる環境は、車両が走行する
ことにより変化する。このため、上記従来例のような物体検知装置（物体検知システム）
では、気温や湿度といった環境の変化に依らず、一定の検知範囲を確保することが望まれ
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ている。
【０００５】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされており、環境の変化に依らず一定の検知範囲を確保
し易い物体検知システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の形態の物体検知システムは、検知装置と、取得部と、通信部と、処理部
とを備える。前記検知装置は、検知対象となる空間に向けて超音波を送信し、前記空間内
の物体からの前記超音波の反射波を受信する超音波センサを含む。前記取得部は、前記検
知装置と共に車両に搭載され、前記車両の位置を表す位置情報を取得する。前記通信部は
、前記位置情報をネットワークを介して通信対象に送信し、かつ、前記通信対象から送信
される前記車両の位置での湿度を表す湿度情報を前記ネットワークを介して受信する。前
記処理部は、前記湿度情報に基づいて前記検知装置の送信出力、受信感度、及び検知期間
の少なくともいずれか１つを補正する補正処理を実行する。
【０００７】
　本発明の第２の形態の物体検知システムは、第１の形態において、前記通信部は、前記
通信対象から送信される前記車両の位置での気温を表す温度情報を前記ネットワークを介
して受信することが好ましい。前記処理部は、前記補正処理において、前記湿度情報及び
前記温度情報に基づいて前記検知装置の送信出力、受信感度、及び検知期間の少なくとも
いずれか１つを補正することが好ましい。
【０００８】
　本発明の第３の形態の物体検知システムは、第１又は第２の形態において、前記車両に
搭載されて前記車両外の気温を検知する温度センサをさらに備えることが好ましい。前記
処理部は、前記補正処理において、前記湿度情報と、前記温度センサで検知した検知温度
とに基づいて前記検知装置の送信出力、受信感度、及び検知期間の少なくともいずれか１
つを補正することが好ましい。
【０００９】
　本発明の第４の形態の物体検知システムは、第１～第３のいずれかの形態において、前
記補正処理時の前記位置情報から基準範囲を設定する更新部をさらに備えることが好まし
い。前記更新部は、前記位置情報を定期的に監視し、前記位置情報が前記基準範囲から外
れると、前記補正処理を前記処理部に実行させることが好ましい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明は、車両の置かれる環境の湿度に基づいて検知装置の検知範囲を補正することが
できる。つまり、本発明は、車両の置かれる環境に応じて検知装置の検知範囲を補正する
ので、環境の変化に依らず一定の検知範囲を確保し易い。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る物体検知システムのブロック図である。
【図２】図２は、同上の物体検知システムにおける検知装置の検知範囲の概略図である。
【図３】図３は、同上の物体検知システムの動作を説明するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下の実施形態は、物体検知システムに関し、より詳細には、超音波を用いて物体を検
知する物体検知システムに関する。
【００１３】
　本実施形態の物体検知システム１００は、図１に示すように、超音波センサ１１を含む
検知装置１と、取得部２と、通信部３と、処理部５とを備えている。超音波センサ１１は
、検知対象となる空間に向けて超音波を送信し、空間内の物体Ｂ１からの超音波の反射波
を受信する。取得部２は、検知装置１と共に車両に搭載され、車両の位置を表す位置情報
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Ｄ１を取得する。通信部３は、位置情報Ｄ１をネットワークＮ１を介して通信対象Ｃ１に
送信し、かつ、通信対象Ｃ１から送信される車両の位置での湿度を表す湿度情報Ｄ２をネ
ットワークＮ１を介して受信する。処理部５は、湿度情報Ｄ２に基づいて検知装置１の送
信出力、受信感度、及び検知期間の少なくともいずれか１つを補正する補正処理を実行す
る。
【００１４】
　以下、本実施形態に係る物体検知システム１００について詳細に説明する。ただし、以
下に説明する構成は、本発明の一例に過ぎず、本発明は下記の実施形態に限定されること
はなく、この実施形態以外であっても、本発明に係る技術的思想を逸脱しない範囲であれ
ば、設計等に応じて種々の変更が可能である。
【００１５】
　本実施形態の物体検知システム１００は、たとえば自動車のような車両に搭載されて用
いられる。以下では、車両を自動車として説明する。本実施形態の物体検知システム１０
０は、検知対象となる空間（つまり、検知範囲Ａ１（図２参照））における物体Ｂ１の有
無を検知するシステムである。ここで、検知範囲Ａ１は、検知装置１（超音波センサ１１
）から送信される超音波が届く範囲であり、かつ、検知装置１が物体Ｂ１の有無を検知可
能な範囲である。また、物体Ｂ１は、たとえば人や動物のような生体の他に、車止めや電
柱、ガードレール、壁のような障害物も含む。本実施形態の物体検知システム１００は、
たとえば車両の駐車支援システムや、車両の自動運転支援システムに用いられる。また、
本実施形態の物体検知システム１００は、たとえば車両がオープンカーであれば、車両へ
の侵入検知システムにも用いることが可能である。
【００１６】
　本実施形態の物体検知システム１００は、図１に示すように、１乃至複数（ここでは、
４つ）の超音波センサ１１と、検知部１２と、取得部２と、通信部３と、温度センサ４と
、処理部５と、更新部６とを備えている。１乃至複数の超音波センサ１１と、検知部１２
とは、検知装置１を構成している。
【００１７】
　超音波センサ１１は、たとえば車両のバンパーに取り付けられる。一例を挙げると、超
音波センサ１１が４つであれば、２つの超音波センサ１１が車両のフロントバンパーに取
り付けられ、残りの２つの超音波センサ１１が車両のリアバンパーに取り付けられる。も
ちろん、超音波センサ１１は、物体検知システム１００の用途に応じて車両に配置されて
よい。超音波センサ１１は、送信部１１１と、受信部１１２と、駆動部１１３とを備えて
いる。
【００１８】
　送信部１１１は、電気信号を機械的な振動に変換するように構成されている。本実施形
態では、送信部１１１は、駆動部１１３から出力される所定の駆動信号によって振動し、
空気を振動させることで超音波を検知対象となる空間に向けて送信（送波）する。本実施
形態では、送信部１１１は、駆動部１１３からの駆動信号に従って一定間隔で超音波を送
信する。すなわち、送信部１１１は、超音波を間欠的に送信する。
【００１９】
　受信部１１２は、機械的な振動を電気信号に変換するように構成されている。本実施形
態では、受信部１１２は、送信部１１１から送信された超音波のうち物体Ｂ１で反射した
反射波を受信（受波）し、受信した反射波を電気信号に変換する。また、受信部１１２は
、変換した電気信号を検知部１２に出力する。
【００２０】
　駆動部１１３は、検知部１２から超音波の送信を開始させる開始指令を受け取ると、開
始指令に基づいて所定の駆動信号を出力し、送信部１１１に超音波の送信を開始させる。
また、駆動部１１３は、検知部１２から超音波の送信を停止させる停止指令を受け取ると
、停止指令に基づいて駆動信号の出力を停止し、送信部１１１に超音波の送信を停止させ
る。
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【００２１】
　本実施形態では、送信部１１１及び受信部１１２は、たとえば超音波トランスデューサ
で一体に構成されている。また、駆動部１１３は、超音波トランスデューサと共に１つの
筐体に収納されている。もちろん、送信部１１１、受信部１１２、及び駆動部１１３は、
それぞれ別体に構成されていてもよい。
【００２２】
　検知部１２は、たとえばマイコン（マイクロコンピュータ）を主構成として備えている
。マイコンは、そのメモリに記録されているプログラムをＣＰＵ（Central Processing U
nit）で実行することにより、検知部１２としての機能を実現する。プログラムは、予め
マイコンのメモリに記録されていてもよいし、メモリカードのような記録媒体に記録され
て提供されたり、電気通信回線を通して提供されたりしてもよい。
【００２３】
　検知部１２は、受信部１１２の出力波形に基づいて、検知範囲Ａ１（図２参照）におけ
る物体Ｂ１の有無を検知する。また、検知部１２は、送信部１１１が超音波を送信してか
ら、受信部１１２が反射波を受信するまでの時間に基づいて、物体Ｂ１までの距離を検知
する。なお、検知部１２は、少なくとも検知範囲Ａ１における物体Ｂ１の有無を検知すれ
ばよく、物体Ｂ１までの距離を検知するか否かは任意である。
【００２４】
　取得部２は、たとえばＧＰＳ（Global Positioning System）受信機で構成されている
。取得部２は、車両の位置を表す位置情報Ｄ１を取得する。取得部２は、ＧＰＳ受信機能
を有していればよく、専用のＧＰＳ受信機で構成されていなくてもよい。たとえば、取得
部２は、車両に搭載されているカーナビゲーションシステムで構成されていてもよい。こ
の場合、取得部２は、カーナビゲーションシステムが備えるＧＰＳ受信機能を利用して、
位置情報Ｄ１を取得する。また、取得部２は、たとえばレーダー探知機やドライブレコー
ダーで構成されていてもよい。この場合、取得部２は、レーダー探知機やドライブレコー
ダーが備えるＧＰＳ受信機能を利用して、位置情報Ｄ１を取得する。その他、取得部２は
、たとえばスマートホンなどのＧＰＳ受信機能を備える携帯端末で構成されていてもよい
。この場合、取得部２は、携帯端末が備えるＧＰＳ受信機能を利用して、位置情報Ｄ１を
取得する。
【００２５】
　通信部３は、いわゆるＩｏＴ（Internet of Things）技術を利用した通信ユニットであ
る。通信部３は、通信対象Ｃ１とネットワークＮ１を介して無線で通信する。本実施形態
では、ネットワークＮ１は、インターネットである。もちろん、ネットワークＮ１は、イ
ンターネット以外のネットワークであってもよい。通信部３は、たとえば４Ｇ（4th Gene
ration）などの移動通信システムを利用して、無線通信を行う。通信部３は、取得部２で
取得した位置情報Ｄ１を、ネットワークＮ１を介して通信対象Ｃ１に送信する送信処理を
実行し、かつ、通信対象Ｃ１から送信される湿度情報Ｄ２及び温度情報Ｄ３を、ネットワ
ークＮ１を介して受信する受信処理を実行する。ここで、湿度情報Ｄ２は、車両の位置で
の湿度を表す情報である。また、温度情報Ｄ３は、車両の位置での気温を表す情報である
。
【００２６】
　通信対象Ｃ１は、たとえば気象庁や予報業務許可事業者が提供する種々の気象情報が蓄
積されているサーバである。本実施形態では、通信対象Ｃ１は、通信部３から送信される
位置情報Ｄ１に基づいて、気象情報のうち、湿度情報Ｄ２及び温度情報Ｄ３を通信部３に
返信する。気象情報は、気象庁や予報業務許可事業者により、定期的または不定期に更新
される。もちろん、通信対象Ｃ１は、サーバに限定されず、通信部３から送信される位置
情報Ｄ１に基づいて、湿度情報Ｄ２及び温度情報Ｄ３を通信部３に返信できる構成であれ
ばよい。
【００２７】
　通信部３は、ネットワークＮ１を介して通信対象Ｃ１と無線で通信する機能を有してい
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ればよく、専用の通信ユニットで構成されていなくてもよい。通信部３は、たとえばスマ
ートホンなどのネットワークＮ１に接続可能な携帯端末で構成されていてもよい。たとえ
ば、通信部３がスマートホンで構成されている場合、送信処理と受信処理とを実行するア
プリケーションを、スマートホンにインストールすればよい。
【００２８】
　本実施形態では、通信部３は、処理部５からの指令を受けることで、送信処理と受信処
理とを実行するように構成されている。もちろん、通信部３は、たとえば定期的又は不定
期に、送信処理と受信処理とを実行するように構成されていてもよい。
【００２９】
　温度センサ４は、たとえばＮＴＣ（Negative Temperature Coefficient）サーミスタを
用いて構成され、車両外の気温を検知する。以下では、温度センサ４で検知された気温を
「検知温度Ｄ４」という。温度センサ４は、気温の検知精度を高めるために、車両の排熱
を受けない位置や、車両の走行中に発生する走行風を受ける位置に配置されるのが好まし
い。
【００３０】
　処理部５は、たとえばマイコンを主構成として備えている。マイコンは、そのメモリに
記録されているプログラムをＣＰＵで実行することにより、処理部５としての機能を実現
する。プログラムは、予めマイコンのメモリに記録されていてもよいし、メモリカードの
ような記録媒体に記録されて提供されたり、電気通信回線を通して提供されたりしてもよ
い。
【００３１】
　ここで、検知装置１から空気中に放出された超音波は、環境（ここでは、気温や湿度）
の影響を受ける。このため、超音波の減衰特性も環境によって変化する。たとえば、空気
中での超音波の減衰量は、気温の上昇や湿度の上昇と共に増加する。そして、図２に示す
ように、超音波の減衰量の変化に伴い、検知装置１（超音波センサ１１）の検知範囲Ａ１
も変化する。以下、気温や湿度の変化による検知装置１の検知範囲Ａ１の変化について説
明する。
【００３２】
　図２に示すように、基準湿度（たとえば、相対湿度４０％）、基準温度（たとえば、２
０℃）における検知範囲Ａ１を「検知範囲Ａ１１」とする。ここで、気温及び湿度がそれ
ぞれ基準温度及び基準湿度よりも高くなった場合の検知範囲Ａ１を「検知範囲Ａ１２」と
すると、検知範囲Ａ１２は、基準となる検知範囲Ａ１１よりも狭くなる。また、気温及び
湿度がそれぞれ基準温度及び基準湿度よりも低くなった場合の検知範囲Ａ１を「検知範囲
Ａ１３」とすると、検知範囲Ａ１３は、基準となる検知範囲Ａ１１よりも広くなる。この
ように、環境（ここでは、気温や湿度）に応じて超音波の減衰特性が変化するため、検知
装置１の検知範囲Ａ１も環境に応じて変化してしまい、種々の環境で一定の検知範囲Ａ１
を確保することが困難である。
【００３３】
　そこで、本実施形態の物体検知システム１００は、環境の変化に応じて処理部５が補正
処理を実行することにより、検知装置１の検知範囲Ａ１を、基準となる検知範囲Ａ１１に
近付けるように補正している。処理部５は、湿度情報Ｄ２及び温度情報Ｄ３（又は検知温
度Ｄ４）に基づいて、検知装置１のパラメータ（ここでは、送信出力、受信感度、及び検
知期間の少なくともいずれか１つ）を補正する補正処理を実行する。
【００３４】
　これらのパラメータは、いずれも検知装置１の検知範囲Ａ１を規定する要素である。送
信出力は、送信部１１１から送信される超音波の音圧レベルである。たとえば、送信出力
を大きくすることにより、超音波が届く範囲が広がる。つまり、処理部５は、送信出力を
変化させることで、検知範囲Ａ１を変化させることができる。また、受信感度は、受信部
１１２で受信可能な超音波の音圧レベルである。たとえば、受信感度を大きくすることに
より、検知装置１の遠方に位置する物体Ｂ１から飛来する反射波を受信できるようになる
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。つまり、処理部５は、受信感度を変化させることにより、検知範囲Ａ１を変化させるこ
とができる。また、検知期間は、検知装置１が超音波を送信してから、反射波の受け付け
を終了するまでの期間である。たとえば、検知期間を長くすることにより、検知装置１の
遠方に位置する物体Ｂ１からの反射波を待ち受けることができるようになる。つまり、処
理部５は、検知期間を変化させることにより、検知範囲Ａ１を変化させることができる。
【００３５】
　たとえば、湿度情報Ｄ２及び温度情報Ｄ３（又は検知温度Ｄ４）が表す車両の位置での
気温及び湿度が、それぞれ基準温度及び基準湿度よりも高い場合、処理部５は、補正処理
において、送信出力を大きくするように補正する。これにより、処理部５は、基準となる
検知範囲Ａ１１に近付けるように検知範囲Ａ１を補正することができる。
【００３６】
　処理部５は、たとえば気温及び湿度と、パラメータの補正値とを対応付けた補正テーブ
ルを記憶するように構成されていてもよい。この構成では、処理部５は、補正テーブルを
参照して、湿度情報Ｄ２及び温度情報Ｄ３（又は検知温度Ｄ４）に応じた補正値を用いて
、検知装置１のパラメータを補正する。なお、処理部５は、補正処理において、複数のパ
ラメータのうちの一部（たとえば、１つ）のみを補正してもよいし、全ての複数のパラメ
ータを補正してもよい。
【００３７】
　更新部６は、たとえばマイコンを主構成として備えている。マイコンは、そのメモリに
記録されているプログラムをＣＰＵで実行することにより、更新部６としての機能を実現
する。プログラムは、予めマイコンのメモリに記録されていてもよいし、メモリカードの
ような記録媒体に記録されて提供されたり、電気通信回線を通して提供されたりしてもよ
い。
【００３８】
　更新部６は、処理部５が補正処理を実行したときに、補正処理時の位置情報Ｄ１に基づ
いて基準範囲を設定する。ここで、基準範囲は、たとえば補正処理時の車両の位置からの
距離で設定される。また、基準範囲は、たとえば気温分布や湿度分布を表す地図上におい
て、補正処理時の車両の位置での気温や湿度と同値を示す地域で設定される。そして、更
新部６は、位置情報Ｄ１を定期的に監視し、位置情報Ｄ１が基準範囲から外れると、補正
処理を処理部５に実行させることにより、検知装置１のパラメータを更新させる。
【００３９】
　たとえば、任意の地点で処理部５が補正処理を実行したとする。このとき、更新部６が
、当該地点を中心とする半径１０ｋｍの円を基準範囲に設定したとする。その後、車両が
走行することにより、車両が補正処理時の地点から１０ｋｍの位置よりも離れると、更新
部６は、位置情報Ｄ１が基準範囲を外れたと判定し、補正処理を処理部５に実行させる。
【００４０】
　このとき、処理部５は、通信部３に指令を与えることで、通信部３に送信処理と受信処
理とを実行させる。そして、処理部５は、最新の湿度情報Ｄ２及び温度情報Ｄ３（又は検
知温度Ｄ４）を用いて、補正処理を実行する。なお、通信部３が定期的に送信処理と受信
処理とを実行する構成である場合、処理部５は、通信部３の受信している最新の湿度情報
Ｄ２及び温度情報Ｄ３（又は検知温度Ｄ４）を用いて、補正処理を実行する。
【００４１】
　本実施形態では、検知部１２、処理部５、及び更新部６は、車両に搭載されている第１
電子制御ユニット（ＥＣＵ：Electronic Control Unit）７に組み込まれている。もちろ
ん、検知部１２、処理部５、及び更新部６は、それぞれ第１電子制御ユニット７とは別体
に構成されていてもよい。
【００４２】
　また、本実施形態では、取得部２、通信部３及び温度センサ４は、それぞれ第１電子制
御ユニット７とは異なる第２電子制御ユニット８に電気的に接続されている。第２電子制
御ユニット８は、たとえばＣＡＮ（Controller Area Network）を介して第１電子制御ユ
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ニット７に電気的に接続されている。つまり、取得部２、通信部３、及び温度センサ４は
、それぞれ第２電子制御ユニット８を介して第１電子制御ユニット７に電気的に接続され
ている。もちろん、取得部２、通信部３、及び温度センサ４は、第１電子制御ユニット７
に直接、電気的に接続されていてもよい。
【００４３】
　以下、本実施形態の物体検知システム１００の動作について図３を用いて説明する。ま
ず、運転者がイグニッションキーを用いて車両を始動させる。すると、処理部５は、検知
装置１のパラメータを初期化する（ステップＳ１）。次に、処理部５は、通信部３に指令
を与えることで、通信部３に送信処理と受信処理とを実行させる。指令を受けた通信部３
は、取得部２が取得した位置情報Ｄ１を通信対象Ｃ１に送信する（ステップＳ２）。その
後、通信部３は、通信対象Ｃ１から送信される湿度情報Ｄ２及び温度情報Ｄ３を受信する
（ステップＳ３）。
【００４４】
　そして、処理部５は、車両の走行距離と閾値（たとえば、１ｋｍ）とを比較する（ステ
ップＳ４）。走行距離が閾値未満であれば、処理部５は、温度情報Ｄ３を採用し（ステッ
プＳ５）、湿度情報Ｄ２及び温度情報Ｄ３を用いて補正処理を実行する（ステップＳ７）
。走行距離が閾値以上であれば、処理部５は、検知温度Ｄ４を採用し（ステップＳ６）、
湿度情報Ｄ２及び検知温度Ｄ４を用いて補正処理を実行する（ステップＳ７）。ここでは
、車両が始動した直後であるため、走行距離は閾値未満である可能性が高い。
【００４５】
　補正処理の実行後、更新部６は、補正処理時の位置情報Ｄ１に基づいて基準範囲を設定
する（ステップＳ８）。そして、更新部６は、定期的に位置情報Ｄ１を監視し、位置情報
Ｄ１が基準範囲外であるか否かを判定する（ステップＳ９）。位置情報Ｄ１が基準範囲内
であれば、更新部６は、処理部５にステップＳ４～ステップＳ７の処理を実行させる。以
下、位置情報Ｄ１が基準範囲外となるまで、ステップＳ４～ステップＳ８の処理が繰り返
される。なお、位置情報Ｄ１が基準範囲外となるまでは、ステップＳ８は省略してもよい
。
【００４６】
　位置情報Ｄ１が基準範囲外になると、更新部６は、処理部５に補正処理を再度実行させ
る。つまり、位置情報Ｄ１が基準範囲外になると、ステップＳ２～ステップＳ８の処理が
再度実行される。これにより、検知装置１のパラメータが更新される。
【００４７】
　上述のように、本実施形態の物体検知システム１００では、通信部３は、通信対象Ｃ１
から送信される車両の位置での湿度を表す湿度情報Ｄ２を、ネットワークＮ１を介して受
信している。そして、処理部５は、通信部３で受信した湿度情報Ｄ２に基づいて、検知装
置１の送信出力、受信感度、及び検知期間の少なくともいずれか１つを補正している。こ
のため、本実施形態の物体検知システム１００は、車両の置かれる環境での湿度に基づい
て検知装置１の検知範囲Ａ１を補正することができる。つまり、本実施形態の物体検知シ
ステム１００は、車両の置かれる環境に応じて検知装置１の検知範囲Ａ１を補正するので
、環境の変化に依らず一定の検知範囲Ａ１を確保し易い。たとえば、基準湿度よりも湿度
の低い地域での検知範囲Ａ１と、基準湿度よりも湿度の高い地域での検知範囲Ａ１とを、
基準となる検知範囲Ａ１１と同等の範囲に補正することが可能である。
【００４８】
　また、本実施形態の物体検知システム１００は、専用の湿度センサを車両に備える必要
がないので、容易に構築することが可能である。さらに、本実施形態の物体検知システム
１００は、たとえば取得部２及び通信部３を車両に標準搭載されている機器やスマートホ
ンで構成すれば、専用のＧＰＳ受信機や通信ユニットを備える必要がないので、より容易
に構築することが可能である。
【００４９】
　また、本実施形態の物体検知システム１００では、通信部３は、通信対象Ｃ１から送信
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される車両の位置での気温を表す温度情報Ｄ３を、ネットワークＮ１を介して受信してい
る。そして、処理部５は、補正処理において、湿度情報Ｄ２及び温度情報Ｄ３に基づいて
検知装置１の送信出力、受信感度、及び検知期間の少なくともいずれか１つを補正してい
る。この構成では、処理部５は、車両の置かれる環境の湿度だけではなく、車両の置かれ
る環境の気温も考慮して補正処理を実行するため、検知範囲Ａ１を補正する精度を高める
ことができる。なお、当該構成を採用するか否かは任意である。
【００５０】
　また、本実施形態の物体検知システム１００は、車両に搭載されて車両外の気温を検知
する温度センサ４をさらに備えている。そして、処理部５は、補正処理において、湿度情
報Ｄ２と、温度センサ４で検知した検知温度Ｄ４とに基づいて検知装置１の送信出力、受
信感度、及び検知期間の少なくともいずれか１つを補正している。この構成では、処理部
５は、車両の置かれる環境の湿度だけではなく、車両外の気温も考慮して補正処理を実行
するため、検知範囲Ａ１を補正する精度を高めることができる。とくに、温度情報Ｄ３が
表す気温は、車両の位置する地域の気温であるのに対して、検知温度Ｄ４は、車両の周辺
の気温である。このため、処理部５は、より環境の変化に即した補正処理を実行すること
が可能である。なお、当該構成を採用するか否かは任意である。
【００５１】
　ここで、本実施形態では、処理部５は、条件に応じて、温度情報Ｄ３及び検知温度Ｄ４
のいずれか一方を採用して補正処理を実行している。具体的には、車両の走行距離が閾値
未満であれば、処理部５は、温度情報Ｄ３を採用して補正処理を実行している。たとえば
炎天下に車両を駐車している場合、高熱となった車両の熱が温度センサ４で検知されるこ
とにより、検知温度Ｄ４が車両外の気温よりも高くなってずれる可能性があると考えられ
るからである。また、走行距離が閾値以上であれば、処理部５は、検知温度Ｄ４を採用し
て補正処理を実行している。車両がある程度走行した状態であれば、車両も走行風により
冷却されるため、検知温度Ｄ４が車両外の気温に収束すると考えられるからである。
【００５２】
　もちろん、処理部５は、条件に依らず、温度情報Ｄ３を用いずに検知温度Ｄ４のみを採
用して補正処理を実行してもよい。この場合、通信部３は、通信対象Ｃ１から湿度情報Ｄ
２のみを受信すればよい。また、処理部５は、条件に依らず、検知温度Ｄ４を用いずに温
度情報Ｄ３のみを採用して補正処理を実行してもよい。この場合、温度センサ４は不要で
ある。
【００５３】
　また、本実施形態の物体検知システム１００は、補正処理時の位置情報Ｄ１から基準範
囲を設定する更新部６をさらに備えている。そして、更新部６は、位置情報Ｄ１を定期的
に監視し、位置情報Ｄ１が基準範囲から外れると、補正処理を処理部５に実行させている
。位置情報Ｄ１が基準範囲から外れると、車両の位置が補正処理時の位置から遠く離れて
いるため、環境（ここでは、湿度や温度）も変化する可能性が高いからである。この構成
では、位置情報Ｄ１が基準範囲から外れる、つまり車両の位置が補正処理時の位置から遠
く離れると、処理部５が再度補正処理を実行する。このため、この構成では、車両が走行
しているときに、車両の置かれる環境が変化しても、環境に応じて検知装置１の検知範囲
Ａ１を更新することができる。なお、当該構成を採用するか否かは任意である。
【００５４】
　なお、本実施形態において、走行距離と閾値との比較で「以上」としているところは、
２値が等しい場合と、２値の一方が他方を上回っている場合との両方を含むことを意味し
ている。ただし、これに限らず、「以上」は、２値の一方が他方を上回っている場合のみ
を含む「より大きい」と同義であってもよい。つまり、２値が等しい場合を含むか否かは
、閾値の設定次第で任意に変更できるので、「以上」か「より大きい」かに技術上の差異
はない。
【符号の説明】
【００５５】
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　１　検知装置
　１１　超音波センサ
　２　取得部
　３　通信部
　４　温度センサ
　５　処理部
　６　更新部
　１００　物体検知システム
　Ｂ１　物体
　Ｃ１　通信対象
　Ｄ１　位置情報
　Ｄ２　湿度情報
　Ｄ３　温度情報
　Ｄ４　検知温度
　Ｎ１　ネットワーク

【図１】

【図２】

【図３】
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